
 

 

 

和 解 契 約 書（一部和解） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件(以下「本件」

という。）について、申立人株式会社Ⅹ（以下「申立人」という。）と被申立

人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

第１ 和解の範囲 

   申立人と被申立人は、本件に関し、別紙の損害項目（別紙の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力が及

ばないこととする。 

第２ 和解金額 

被申立人は、申立人に対し、第１項所定の損害項目及び期間に対する和解 

金として金３０５万１６２６円の支払義務があることを認める。 

第３ 支払方法 

   （省略） 

第４ 清算 

申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目（同項記載の期間に限る。 

また、その遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるもののほか、

事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

第５ 手続費用 

   本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が記名押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人は、本和

解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年２月２６日 

 

 

（仲介委員 新村正人） 

製造業を営む申立会社について、旧警戒区域（避難指示解除準備区域）に

ある所有不動産について全損と評価して賠償額を算定し、また、仕掛製品、

完成製品等の財物賠償、逸失利益の賠償がされた事例。 
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臨時運送費 Ａ株式会社分 75,765 自 平成 23 年 3 月 17 日 至 同年 8 月 31 日 

  B 協同組合分 59,050 平成 23 年 7 月 18 日 

  同上 59,050 平成 23 年 7 月 19 日 

  同上 30,450 平成 23 年 8 月 3 日及び同月 4 日分 

  C 株式会社分 13,650 平成 23 年 9 月 19 日 

  株式会社D分 83,290 平成 23 年 9 月 19 日及び同月 20 日 

  E 株式会社分 75,161 平成 23 年 10 月 14 日 

代替品対応 F 株式会社分 688,512 平成 23 年 8 月 22 日 

打合せ・納

品交通費 

株式会社G分 30,440 平成 23 年 6 月 13 日 

同上 31,080 平成 23 年 7 月 17 日 

 

 

 

 

 

機械修理運

搬費用 

運搬費（H 分） 47,250 平成 23 年 10 月 14 日 

運搬費（有限

会社 I 分） 

819,000 平成 23 年 10 月 14 日 

運搬費（J 分） 90,000 平成 23 年 11 月 8 日 

人件費 60,000 平成 23 年 10 月 13 日 

同上 90,000 平成 23 年 10 月 13 日 

同上 45,000 平成 23 年 11 月 7 日 

厚生費（宿泊

費等） 

40,100 平成 23 年 10 月 13 日及び同月 14 日 

厚生費（宿泊

費等） 

11,596 平成 23 年 11 月 7 日 

修理費用 613,350 自 平成 23 年 10 月 18 日 至 平成 23 年 11 月 18 日  

弁護士費用   88,882   

支払金額合計     3,051,626   

      

 



 

 

 

和 解 契 約 書（一部和解） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件(以下「本件」

という。）について、申立人株式会社Ⅹ（以下「申立人」という。）と被申立

人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

第１ 和解の範囲 

   申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目について和解するこ

ととし、それ以外の点については、本和解の効力が及ばないこととする。 

記 

   損害項目 財物価値の喪失 

    ア 別紙１記載の平成２３年３月１１日当時に福島県（○○）所在の

△△工場（以下「○○工場」という。）に存した△△の仕掛製品 

      金８１８万４５３９円 

    イ 別紙２記載の平成２３年３月１１日当時に○○工場に存した△△

の完成製品 

      金４４８万３９８７円 

   損害項目 弁護士費用 

    ウ 本和解仲介手続における上記ア、イの損害項目に係る弁護士費用 

      金３８万００５６円 

第２ 和解金額 

被申立人は、申立人に対し、第１項所定の損害項目及び期間に対する和解

金として金１３０４万８５８２円の支払義務があることを認める。 

第３ 支払方法 

  （省略） 

第４ 清算 

申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目（その遅延損害金を含む。）

については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がな

いことを相互に確認する。ただし、第１項ア、イ記載の損害項目について

は、本和解に定める金額を超える部分につき、清算の効力が及ばず、申立

人が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げないことを相互に

確認する。 

第５ 手続費用 

   本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が記名押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人は、本和

解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年４月８日 

製造業を営む申立会社について、旧警戒区域（避難指示解除準備区域）に

ある所有不動産について全損と評価して賠償額を算定し、また、仕掛製品、

完成製品等の財物賠償、逸失利益の賠償がされた事例。 
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（別紙１及び２省略） 

（仲介委員 新村正人） 



 

 

 

和 解 契 約 書（一部和解） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件(以下「本件」

という。）について、申立人株式会社Ｘ（以下「申立人」という。）と被申立

人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

第１ 和解の範囲 

   申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力が及ば

ないこととする。 

記 

   損害項目 営業損害 

    ア 申立人と申立外Ａ株式会社との間に存した取引が停止となったこ

とによる逸失利益 

     （期間 自 平成２３年７月 １日 

         至 平成２５年４月３０日 ） 

      金２４３３万９８５９円 

    損害項目 弁護士費用 

    イ 本和解仲介手続における上記アの損害項目に係る弁護士費用 

      金７３万０１９６円 

第２ 和解金額 

被申立人は、申立人に対し、第１項所定の損害項目及び期間に対する和解金

として金２５０７万００５５円の支払義務があることを認める。 

第３ 支払方法 

 （省略） 

第４ 清算 

申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目（同項記載の期間に限る。ま

た、その遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるもののほか、当

事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

第５ 手続費用 

   本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が記名押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人は、本和

解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年５月２４日 

 

（仲介委員 新村 正人） 

製造業を営む申立会社について、旧警戒区域（避難指示解除準備区域）に

ある所有不動産について全損と評価して賠償額を算定し、また、仕掛製品、

完成製品等の財物賠償、逸失利益の賠償がされた事例。 
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和 解 契 約 書（全部和解） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件(以下「本件」

という。）について、申立人株式会社Ｘ（以下「申立人」という。）と被申立

人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

第１ 和解の範囲 

   申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目について和解するこ

ととし、それ以外の点については、本和解の効力が及ばないこととする。 

記 

   損害項目 財物価値の喪失 

    ア 別紙物件目録１「第１」記載の土地 

      金８６６万９１２８円 

    イ 別紙物件目録１「第２」記載の建物 

      金２３７８万７２７２円 

    ウ 別紙物件目録２記載の固定資産 

      金５９万００２８円 

   損害項目 弁護士費用 

    エ 本和解仲介手続における上記ア、イ、ウの損害項目に係る弁護士

費用 

      金９９万１３９２円 

第２ 和解金額 

被申立人は、申立人に対し、第１項所定の損害項目及び期間に対する和解金

として金３４０３万７８２０円の支払義務があることを認める。 

第３ 支払方法 

 （省略） 

第４ 清算 

申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目（その遅延損害金を含む。）

については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がない

ことを相互に確認する。ただし、第１項ア、イ、ウ記載の損害項目について

は、本和解に定める金額を超える部分につき、清算の効力が及ばず、申立人

が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げないことを相互に確

認する。 

第５ 手続費用 

   本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が記名押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人は、本和

解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

 

製造業を営む申立会社について、旧警戒区域（避難指示解除準備区域）に

ある所有不動産について全損と評価して賠償額を算定し、また、仕掛製品、

完成製品等の財物賠償、逸失利益の賠償がされた事例。 
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平成２５年８月２９日 

（別紙物件目録１及び２省略） 

 

 

（仲介委員 新村正人） 


